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職場内で回覧・掲示をお願いします

協会けんぽでは、加入者の皆さまにご自身の治療等にかかった医療費について確認していただき、
健康保険事業の健全な運営を図るために、年1回「医療費のお知らせ」を発行しています。

令和5年度は送付時期を可能な限り早めるため、「医療費のお知らせ」に記載する診療期間が変更となりますので、ご了承ください。

事業主・加入者の皆さまへ

▶申請書の提出は
　郵送をご利用ください協会けんぽ　兵庫

▶毎月１回無料で配信中

▶最新情報をいち早くお届け

●申請書はホームページから印刷できます

●メールマガジン会員募集中
ご登録は
コチラ

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/hyogo/
▶おかけ間違いにご注意ください078-252-8701（代表）

〒651-8512　神戸市中央区磯上通7-1-5 三宮プラザ EAST

協会けんぽからのお知らせ 兵庫
支部

令和 5年度から「医療費のお知らせ」の
対象診療期間が変わります

病院等にかかった医療費をチェック

「被扶養者資格再確認」のご提出は
令和5年12月8日（金）まで

令和 5 年 10 月下旬から11 月上旬に

かけて、順次「被扶養者状況リスト」
を事業所宛にお送りいたしました※。

加入者の皆さまの保険料負担の軽減
につながる大切な確認となりますの
で、ご協力をお願いいたします。

※該当者がいる事業所のみお送りしています。

兵庫支部オリジナル
禁煙啓発リーフレットのご案内

従業員の方の喫煙対策にご活用い

ただけるように、兵庫支部オリジ

ナルの「禁煙啓発リーフレット」
を無料配布しています。
配布しやすいコンパクトサイズの

リーフレットです。

対 象 者 協会けんぽの加入者（被保険者・被扶養者）

対象期間 主に令和4年10月から令和5年8月診療分

送付時期 令和6年1月中旬から下旬

送 付 先 事業所宛（任意継続被保険者の方はご自宅宛） 「医療費のお知らせ」は医療費控除の
申告手続きに使用可能です

親展

医療費のお知らせ在中

「医療費のお知らせ」を確定申告の医療費控除に活用する場合、令和 5年 9月から12月診療分については、
医療機関等からの領収書に基づき、ご自身で医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に添付する必要が

あります。領収書等は大切に保管ください。

税務署

※昨年度は令和3年10月から令和４年９月診療分

令和５年度「医療費のお知らせ」

確定申告の書類としてご活用いただけます！

詳細は
コチラ▶

詳細は
コチラ▶

確定申告は
コチラ

▶医療費控除等確定申告につきましては、国税庁ホームページまたは税務署までお問い合わせください。

無料配布

送付時期を早めるため
対象診療期間が１か月分変わります！



※１　受診日において全国健康保険協会の被保険者資格を有する40歳以上75歳未満の者　※２　労働安全衛生法第66条の規定に基づく健康診断のうち特定健康診査の項目
※３　協会から対象者の健康保険証の記号・番号等の提供を受け、指定形式によりデータを作成して協会へ納入する業務
＊健診結果データは、特定保健指導および糖尿病重症化予防プログラムならびに特定の個人が識別されることのない方法により統計を行う場合に限り利用いたします。

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、当事業所に勤務する従業員（※1）の健診結果データ（※2）を全国健康保険協会（以下「協会」

という）へ提出するため、以下の健診実施機関が保存する当該健診結果データを直接協会へ提出することに同意し、業務（※3）を

当健診実施機関に委任いたします。また、本委任については次年度以降も同様とし、解除する場合は別途連絡いたします。

健康診断実施機関
［名　 称］

［所 在 地］

［電話番号］

月健 診 実 施 月

担 当 者 氏 名

保 険 証 の 記 号

事 業 所 所 在 地

事 業 所 名

事 業 主 氏 名

電話番号

協会けんぽでは、国の生活習慣病予防対策に伴い、40歳以上の被保険者の事業者健診（定期健康診断）

結果データの提供を事業主さまにお願いしています。ご提供いただいた健診結果から、各都道府県の

傾向等の分析を行い、生活習慣病の予防や重症化対策に活用しています。

※法律（高齢者の医療の確保に関する法律）に基づく個人情報の提供のため、個人情報保護上問題ありません。

事業者健診データを全国健康保険協会へ提供することの同意について（委任）

全国健康保険協会 兵庫支部　宛　（郵送） 令和　　　年　　　月　　　日

㊞ ※必ずご押印ください。

※複数の健診機関で受診されて
いる場合は、お手数ですが

　コピーしてご記入ください。｠

全国健康保険協会  兵庫支部  保健グループ　 ☎078-252-8705お問い合わせ先

定期健診結果をご提供ください
下記の同意書を郵送で提出いただくだけで手続きは完了です

毎年度、従業員に定期健康診断を受けさせている

事業者は労働安全衛生法第 66条に基づき
労働者に対して医師による健康診断を

実施しなければなりません

協会けんぽへ同意書を提出したことがある
※提出歴が不明な場合は協会けんぽにご連絡ください

提出した内容（受診している健診機関等）に
変更がある

下記の同意書にご記入のうえ
郵送にて提出ください 同意書の提出は不要です

40歳以上の従業員について
協会けんぽの補助を使った健診

「生活習慣病予防健診」を受けている

受診させた

Check 事業者健診（定期健康診断）結果提供に関する  同意書の提出が必要な事業所

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい はい

はい

生活習慣病予防健診とは？
生活習慣病の発見に特化した健
診で、健診費用の一部を協会
けんぽが補助して
います。がん検診
とセットで受診で
きる等、手厚い検
査内容となってい
ます。

詳細は
コチラ▼


